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メキシコ大統領、議会に包括的予算案を提出
メキシコ大統領は、就任後初めて2020年度予算案（法案）を議会に提出しました
が、これには、既存の税制順守を強化し、税源浸食と利益移転に対抗することを目
的とした変更が含まれています。

この法案は、メキシコの2つの立法機関によって協議投票される必要があり、そ
の後大統領の署名によって法律として制定され大部分が2020年1月1日に発効
します（デジタルサービスを提供する非居住者に適用される規定は2020年4月
1日発効）。納税者と投資家は、立法手続き中にこれらの法案の内容を認識し、国
際的な取引に関して追加されるコンプライアンス義務と課題に対応する準備を
する必要があります。法案の重要点は以下の通りです。

恒久的施設
BEPS行動7に関する勧告のいくつかに応えるものとして、メキシコ所得税法にお
ける恒久的施設（PE）の概念が拡張されます。従属代理人が契約締結において根
本的な役割を引き受ける場合、非居住者は従属代理人を通じてメキシコで活動し
ているとみなされます。さらに、非居住者である関連者のために専らまたは主とし
て行動する者は、独立代理人とはみなされません。

法案のPE規定は、PEを生じるとされない活動リストのはじめに「準備的・補助的活
動テスト」について述べることで、PEを構成しない（すなわちPEを生じない活動）
全てについて、「準備的・補助的活動テスト」が適用されることを定めています。こ
のテストは、非居住者に個別に適用されるだけでなく、一体的な事業活動の一部
として活動している非居住者およびグループメンバーにも適用されます。
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支払利子、税金、償却費控除前利益
（EBITDA）に基づく支払利子制限
一般的に、純支払利子の額が年2,000万メキシコペソ 
（グループベース）を超える納税者は、（EBITDAと同様に定
義される）「調整後課税所得」の30%に相当する額が純利子損
金算入限度額とされます。各年の限度超過額は、3年間繰り越
す事ができます。

公共インフラプロジェクト、メキシコ領土内における建設、 
および炭化水素、電気または水の探査、抽出、輸送、貯蔵もしく
は流通関連のプロジェクトの資金調達としての債務の支払利
子については特定の例外がありますが、金融機関や保険会社
に対する例外はありません。

税務上パススルーとされる事業体
この法案は、条約の適用が無い場合における税務上パス 
スルーとされる事業体の取り扱いに係る新しい規定を導入し
ています。これらの規定によって、外国の「税務上パススルー
事業体」と「法的存在」はメキシコの所得税法上法人（すなわ
ち、個別の納税者）として取り扱われることとなり、メキシコの
税務上の居住者が行う当該事業体への支払いについて、税務
上の支払い受領者がその事業体であるかそれともその事業
体のパートナーであるかを判断することに影響を与えます。

同規定は、メキシコ居住者の外国の税務上パススルー事業体
への投資に対する特別なCFC制度も定めています。これらは、
一般的なCFC規定よりも厳格であり、納税者が投資ビークル
を管理できない場合でも適用される可能性があります。

軽課税国地域への支払いおよび 
ハイブリッド防止規定
この法案には、軽課税国地域（LTJ）およびハイブリッド事業体
の関連当事者への支払いの取扱いに関する規定の変更が含
まれます。原則として、LTJに対する支払いは、たとえそれが独
立企業原則に基づくものであっても、税務上損金とされませ
ん。この規定は、LTJに対する支払いを代わって行うLTJに所
在しない企業への支払いにも適用され、支払いの回数には関
係がありません。

所得に対する課税において外国実効税率が22.5%未満であ
る場合にLTJに該当するとみなされます。特定の支払いの損
金算入を制限する法案は、「ハイブリッドメカニズム」と「計画
的契約」の概念を追加していますが、LTJの居住者が事業活動
に従事しており、事業活動を行うために必要な人員と資産を有
していることを条件に一定の場合これらの規定の例外を設け
ています。

LTJへの投資（CFC規定）
この法案は、LTJへの投資による利益の取扱いを変更改善す
るものです。まず上記のようにパススルー事業体への投資の
取扱いは別の条項で規定されていることから、通常のCFC規
定ではこれらの取扱いは除外されています。

他の修正案は測定および計算規定の一部を変更するもので
す。重要な点は、この法案によってCFC規定における支配の定
義が大幅に拡大される事です。

デジタルエコノミー
この法案は、VAT法の改正によって、メキシコで実施される 
サービスの定義を拡大し、デジタルプラットフォームを介して
メキシコのユーザーに対して実施されるサービスを含めるよ
うにするものです。デジタルサービスには幅広いサービスが
含まれます。

メキシコにPEを有さない非居住者を含むプラットフォーム運
営者には、次の要件が課されます。（1）メキシコ税務当局へ
の登録、（2）デジタルサービスの対価とともにVATを計算、徴
収、回収すること、および（3）一定の情報報告を税務当局に提
出することです。報告には、サービスの性質、価値、およびユー
ザーに関する情報などが含まれます。非居住者は、メキシコ税
務当局に登録しても、それだけでメキシコにPEを有するとは
みなされません。デジタルプラットフォームによる納税義務不
履行があった場合、メキシコの公共通信ネットワークへの接続
が停止されることがあります。

法案には、デジタルプラットフォームの運営者向けの新しい規
定も含まれ、これらのプラットフォームを介して輸送、宿泊、ま
たはその他のサービスを提供するメキシコ居住者との取引に
ついて所得税の源泉徴収が必要となります。源泉徴収税率は
利益の額と性質に応じて段階的に引き上げられ、通常2%から
17%となります。

源泉徴収義務は、メキシコの居住者およびPEの有無に関係な
く非居住者であるすべての運営者に適用されます。

マキラドーラ制度
この法案は、マキラドーラ制度によってメキシコで事業を行う
非居住者が得ている便益を延長するものです。現在これらの
規定は2021年末に期限を迎えることとなっています。この規
定によれば、特定の要件を満たす非居住者はメキシコにPEを
有さないものとして取扱われます。濫用防止条項も含まれて
います。
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一般的租税回避防止規定
法案には、取引が事業目的を欠いている場合に、メキシコ税務
当局が取引を税務上再度特性付けるまたは無視することを認
める一般的租税回避防止規定が含まれます。

測定可能な現在または将来の経済的利益が税務上の利益よ
りも少ない場合、事業目的が欠けているとみなされます。さら
に、より高い税負担を伴うより少ない取引で期待される経済
的利益を達成できる場合、一連の法的行為は事業目的を欠い
ているとみなされます。

開示要件
この法案は、報告対象取引について必須の報告要件を確立し
ています。規定では、税務アドバイザーによる報告と、第2段階

として納税者による報告を必要としています。報告対象取引
は、メキシコで直接または間接的に税務上の利益を生じるま
たは生じる可能性があり、規定に含まれる29項目のリストに
定められる一定の特性を有する取引と定義されています。こ
れらの特性は広く、とりわけ、繰越損失への影響、移転価格、株
主所有の変更、再編および条約の適用などを対象としていま
す。報告対象取引には、税務当局への申告、または税務当局が
調査中の案件に関する抗弁は含まれません。

共同責任
この法案には、特にメキシコ納税者の一定の役員および取締
役に対して、納税義務に対する共同責任を拡大する規定も含
まれています。

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。
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